
地域医療研修について
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〇受入のキャパシティについては、なかには十分なところはある。シームレスも踏まえて、前向きに若い医師を活用していくことも必要。
〇現状、なかなか研修医が地域に定着しない。定着に対して新たな制度作りも必要。

〇現在の２年間の研修を修了した医師でも指導医がいないと診療を行うのは難しい。評価の観点もあるので逆に地域の負担が増える
のではないか。

〇せめて３年目以降の医師でないと地域に貢献するという観点では意味がないのではないか。専門医制度における議論も必要。
〇知事会の実情はわかるが、若い医師だけで地域医療をまかなうのは難しい。

前回いただいたご意見

地域医療研修の半年以上の義務化についての要望書に対し、本年9月4日の医師臨床研修部会において下記の意見が示された。

〇シームレスな養成を進めていくことは問題ない。シームレスのための取り組み(医師の養成の観点)と、偏在対策を混ぜて議論すると
論点がずれてしまうのではないか。

〇前提条件としていわゆるStudent Doctorの法的位置づけや国家試験の改革を行うことは既定路線となっているが、指導体制や患者
の理解などの問題もあり、きちんと機能するかは未知数であり、議論するには早すぎるのではないか。

〇Post-CC OSCEの議論も行われ始めており、国家試験の改革が実現してから検討する案件。シームレスが完全でなければこの議論
ができないのではないか。

〇まだPost-CC OSCEは議論が十分ではない。患者の同意等まだまだ難しい課題が残っている。
〇大学も指導が十分でないところもある。大学病院から見てもかなり温度差がある。

シームレスな医師養成の進捗の観点

研修医の能力の観点

制度改革への期待

〇大学だけではなく、地域全体で育てるという認識が必要。
〇各県が魅力あるプログラムを提案していただきたい。
〇令和４年度から始まる地域枠医師を対象とした地域医療重点プログラムは、地域医療研修を3か月としているため、その運用状況を

見て検討してもよいのではないか。
〇研修を受ける立場からの視点の議論も必要ではないか。

その他
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地域医療研修の規定について

第２ 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準
５ (1) ア
（オ） 研修プログラムに定められた臨床研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期間及び臨床研修病院又は臨床研修

協力施設が次に掲げる事項を満たすものであること。

⑮地域医療については、適切な指導体制の下で、患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療（在宅
医療を含む）について理解し、実践するという考え方に基づいて、へき地・離島の医療機関、許可病床数が200床未

満の病院又は診療所を適宜選択して研修を行うこと。また、研修を行う上で有益な施設、例えば、保健所等で１日
から２日程度の研修を行うことは差し支えないこと。さらに研修内容としては、一般外来での研修と在宅医療の研修
を含めること。ただし、地域医療以外で在宅医療の研修を行う場合に限り、必ずしも在宅医療の研修を行う必要は
ないこと。病棟研修を行う場合は慢性期・回復期病棟での研修を含めること。医療・介護・保健・福祉に係わる種々
の施設や組織との連携を含む、地域包括ケアの実際について学ぶ機会を十分に含めること。また、研修を行う病
院又は診療所については、各都道府県に設置されている地域医療対策協議会や、関係する地方公共団体の意向
を踏まえるなど、地域の実情に応じて選定するよう配慮すること。

地域医療研修を行う施設・研修内容※１

地域医療研修の到達目標※２

C 基本的診療業務
４．地域医療
地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みを理解し、医療・介護・保健 ・福祉に関わる種々の施設や組織と連携
できる。

臨床研修の基本理念※１

臨床研修については、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果た
すべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、プライマリ・
ケアの基本的な診療能力（態度・技能・知識）を身に付けることのできるものでなければならないこと。

※１ 医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について （医政発第０６１２００４号 平成１５年６月１２日 （一部改正平成30年7月3日））
※２ 同通知 別添
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地域医療研修の定義の変遷

地域保健・医療 （必修）

地域保健・医療については、へき地・離島診療所、中小病院・診療所、保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十
字社血液センター、各種検診・健診の実施施設等を適宜選択して研修を行うこと。
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地域医療 （必修）

地域医療については、適切な指導体制の下で、患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療（在宅医療を
含む）について理解し、実践するという考え方に基づいて、へき地・離島診療所、中小病院・診療所を適宜選択して研修を行
うこと。また、研修を行う病院又は診療所については、各都道府県に設置されている地域医療対策協議会や、関係する地
方公共団体の以降を踏まえるなど、地域の実情に応じて選定するよう配慮すること。

地域医療 （必修）

地域医療については、適切な指導体制の下で、患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療（在宅医療を
含む）について理解し、実践するという考え方に基づいて、へき地・離島の医療機関、許可病床数が２００床未満の病院又
は診療所を適宜選択して研修を行うこと。また、研修を行う上で有益な施設、例えば、保健所等で１日から２日程度の研修
を行うことは差し支えないこと。さらに研修内容としては、一般外来での研修と在宅医療の研修を含めること。ただし、地域
医療以外で在宅医療の研修を行う場合に限り、必ずしも在宅医療の研修を行う必要はないこと。病棟研修を行う場合は慢
性期・回復期病棟での研修を含めること。医療・介護・保健・福祉に係わる種々の施設や組織との連携を含む、地域包括ケ
アの実際について学ぶ機会を十分に含めること。また、研修を行う病院又は診療所については、各都道府県に設置されて
いる地域医療対策協議会や、関係する地方公共団体の意向を踏まえるなど、地域の実情に応じて選定するよう配慮するこ
と。

平成16年度 臨床研修制度開始時

平成22年度 制度の見直し

令和２年度 制度の見直し

２００床未満の病院で研修を行った者の方が、在宅医療や退院支援等の業務を経験した者の割合が
高いという臨床研修アンケートのデータ等に基づき、病床数に一定の制限を導入。



地域医療研修の内容（複数回答可）
○地域医療研修の内容として、医師不足地域における研修の方が、在宅医療や退院支援等を経験した割合が高い。
〇２００床以上の病院と比較した際の、２００床未満の病院における研修についても同様。
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無回答
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無回答

診療所（n=2117） 200床未満の病院（n=2990）

200床以上の病院（n=1708）

参考
平成２９年度 医師臨床研修制度の到達目標・
評価の在り方に関するWG 資料 一部改変

平成29年臨床研修修了者アンケート調査 5
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論点

〇地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みの理解や、医療・介護・保健 ・福祉に関わ

る種々の施設や組織との連携といった、現在の地域医療研修の到達目標の達成の観点から、
現在の施設基準・期間についてどのように考えるか。

〇いわゆるStudent Doctorの法制化等を通じて臨床実習が充実し、国家試験の見直しがなされ、

卒前教育と臨床研修の連携が進むことで、将来的に臨床研修１年目終了時の多くの研修医が、
充分に地域医療に貢献できる臨床能力を習得していることを確認した上で、地域医療研修をよ
り充実させる観点とともに地域医療への貢献の観点も踏まえ、研修の在り方を見直すこととして
はどうか。

〇その際、医療資源が比較的乏しい地域に所在する一般病院における研修で一定期間実施する
ことも含め検討することとしてはどうか。

〇具体的な手順としては、まずは研究班において、地域における研修の目的・意義を再度整理
し、それを達成するために研修を行うべき地域・期間・研修内容・指導医の配置等について調査
等を行った上で、改めて本部会において議論を行うこととしてはどうか。



参考
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内科
２４週

外
科

4
週

救急
12週
<4週まで
麻酔科可>

選択診療科
４８週

地
域
医
療

4
週

精
神
科

4
週

産
婦
人
科
4
週

小
児
科

4
週

※外科、小児科、産婦人科、精神科、地域医療は８週以上が望ましい

※一般外来 ４週以上を含む（8週以上が望ましい）
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臨床研修における地域医療研修の期間について

〇 平成16年の臨床研修制度導入時より、１ヵ月以上の地域医療研修が必修とされている。
〇 近年、地域医療提供体制の確保が喫緊の課題となっており、医師の地域・診療科偏在是正の観点から、臨床研修におけ

る地域医療研修を現在よりも長くするべきという要望書等が提出されている。
〇 このような状況を踏まえ、令和２年３月の「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会」において、委員から課題

等について、意見が述べられたところである。

背景

臨床研修における診療科のイメージ(令和２年度～)

必修診療科（７診療科）

令和２年３月の医師需給分科会において、臨床研修制度における偏在対策については、医師臨床研
修部会において審議を行うべきという整理がなされた。

本部会において、改めて議論を行う。



地域医療研修の規定について

第２ 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準
５ (1) ア
（オ） 研修プログラムに定められた臨床研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期間及び臨床研修病院又は臨床研修

協力施設が次に掲げる事項を満たすものであること。

⑮地域医療については、適切な指導体制の下で、患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療（在宅
医療を含む）について理解し、実践するという考え方に基づいて、へき地・離島の医療機関、許可病床数が200床未

満の病院又は診療所を適宜選択して研修を行うこと。また、研修を行う上で有益な施設、例えば、保健所等で１日
から２日程度の研修を行うことは差し支えないこと。さらに研修内容としては、一般外来での研修と在宅医療の研修
を含めること。ただし、地域医療以外で在宅医療の研修を行う場合に限り、必ずしも在宅医療の研修を行う必要は
ないこと。病棟研修を行う場合は慢性期・回復期病棟での研修を含めること。医療・介護・保健・福祉に係わる種々
の施設や組織との連携を含む、地域包括ケアの実際について学ぶ機会を十分に含めること。また、研修を行う病
院又は診療所については、各都道府県に設置されている地域医療対策協議会や、関係する地方公共団体の意向
を踏まえるなど、地域の実情に応じて選定するよう配慮すること。

地域医療研修を行う施設・研修内容※１

地域医療研修の到達目標※２

C 基本的診療業務
４．地域医療
地域医療の特性及び地域包括ケアの概念と枠組みを理解し、医療・介護・保健 ・福祉に関わる種々の施設や組織と連携
できる。

臨床研修の基本理念※１

臨床研修については、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果た
すべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、プライマリ・
ケアの基本的な診療能力（態度・技能・知識）を身に付けることのできるものでなければならないこと。

※１ 医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について （医政発第０６１２００４号 平成１５年６月１２日 （一部改正平成30年7月3日））
※２ 同通知 別添
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地域医療研修に関する要望について①
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地域医療研修に関する要望について②

令和２年８月７日 （一部抜粋）
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年 齢
(最短の場合)

専門教育

医
師
国
家
試
験

準備教育

共
用
試
験

(

Ｃ
Ｂ
Ｔ
・

Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ)

臨床前医学教育

入
学
試
験

臨
床
研
修
修
了知識・技能

の評価

生涯教育医学生の共用試
験（CBT・OSCE）の

公的位置づけ

臨床研修修了後
の研修等 ・・

臨床研修

・CBTとの重複を念頭に

問題数を500題→400題

へ変更（平成29年度～）

・出題傾向をより「臨床実

地問題」中心に

「Post CC OSCE」
の正式実施
（令和2年度～）

EPOC等による一貫した評価・管理
（実習・研修による症例経験評価・管理）

１８才 ２６才２４才

CBT・OSCEによる一貫した評価
（客観的な診療能力等の評価）

シームレスな医師養成に向けた改革全体案

２２才

診療参加型
臨床実習

医学生が行うことができる医行為を整理
し、臨床実習の充実

（門田レポートによる医行為の整理（済）と
いわゆるStudent Doctorの法的位置づけに
よる医学生の医行為の法的な担保）

基本的な診療能力を身に

付けるため、外科、産婦人

科、小児科、精神科を必

修化（令和2年度～）

臨床実習と臨床研修の充実

を通じ、基本的な診療能力の

修得が早期に可能になるよう

取り組みを推進
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他の診療参加型臨床実習の充実のための取組
(1) 患者の医育機関等へのかかり方

患者自身も共に医師を育てる認識に基づいた、患者の協力が不可欠であり、下記
の点を国民に広く周知する取り組みを行う必要がある。
・ いわゆるStudent Doctorが共用試験に合格し、診療参加型の臨床実習を行
うに足る学生であること。

・ 大学病院はその設置目的に医学生の育成が盛り込まれていること。
・ 将来的な地域医療や総合的な診療能力を持つ医師の確保のため、大学病院
以外の医療機関で臨床実習が行われること。

(2) 診療参加型臨床実習の指導体制
・ 教員等が十分に学生教育に時間を充てることができ、また評価される必要がある。
・ 臨床研修医や専攻医も屋根瓦式に医学生への指導を積極的に行うことが望まし
い。

(3) 医学生が加入する保険
・ 医学生を保護する観点から強く推奨されるべき。

（1）共用試験CBTの公的化
・ 全大学で実施され、項目反応理論などの問題の精度管理の手法や評価手法が確立している。
・ 医学教育でその位置付けは確立されており、医師国家試験の受験要件とする等による公的化に相当する試験である。

（2）共用試験臨床実習前OSCEの公的化
・ 現状の医学教育の中で臨床実習前に技能と態度を試験する機会として確立している。
・ 臨床実習前に一定水準の技能・態度のレベルに達していることを試験することは極めて重要であり、共用試験CBTとともに公的化す
べきである。

・ 模擬患者が重要な役割を果たしており、全国的に取り組む組織の創設や模擬患者に対する研修体制の整備などの検討が必要。
（3）いわゆるStudent Doctorの法的位置づけ

・ 臨床実習開始前の共用試験を公的化することで、一定の水準が公的に担保されることから、実習において医行為を行う、いわゆる
Student Doctorを法的に位置づけることが可能となる。

・ 実施する行為については、指導する医師が適宜、医学生の能力と患者の状態等を勘案して判断すべき。

共用試験の公的化といわゆるStudent Doctorの法的位置づけによる影響
(1)医学教育への影響

・ 臨床実習の診療参加型化の促進につながる。
(2) 医学生(医師)個人への影響

・ 手技等を経験する機会が増加し、手技の比重が高い診療科に対する積極的な効
果により、診療科偏在是正に対する効果が期待される。

・ 臨床研修における負担が一部軽減され医師の働き方改革にも資することが期待され
る。

(3) いわゆるStudent Doctorが診療参加型臨床実習を行う際の患者同意等
・ 同意を患者から得られやすくなることで、診療参加型臨床実習が促進される。
・ 将来的に患者理解が進んだ場合、一般的な処置について、特別な同意取得の必要
なく、診療参加型実習において行うことを可能となることが望ましい。

(4) 地域における実習と地域医療への影響
・ 主体性を持って地域医療を体感することで、将来のキャリアに良い影響が与えられる。
・ 各養成課程の中で現状よりも地域に貢献することが可能となる。

シームレスな医師養成に向けた共用試験の公的化といわゆるStudent Doctorの法的位置づけについて
医道審議会医師分科会 報告書 概要 (令和２年５月) 

○従来より卒前教育と卒後教育は分断され、連続性が乏しいと評されてきたが、医師が修得すべき知識・技能が増加していることや、プロフェッショナリズム教育の
重要性が増していることなどから、卒前教育においても医学生が診療に参加し、医療現場を中心として一貫して行う必要性が認識されてきた。

〇医学生が診療チームの一員として診療に参加する診療参加型臨床実習の充実のため、医学生の質の担保とその医行為について法的な位置付けが重要。
○今回は、(1)共用試験CBTの公的化、(2)共用試験臨床実習前OSCEの公的化、(3)いわゆるStudent Doctorの法的位置づけについて検討した。
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・地域医療提供体制確保の観点から専門研修の
在り方に対する検討
・検討結果を踏まえた採用数上限（シーリング）等に
関する日本専門医機構および各学会への意見・要請

・具体的な都道府県別定員の設定による偏在是正
・医師のプライマリケア能力向上のための研修制度の
検討

臨床研修部会

専門研修部会

地域枠の設定数、地域枠の在り方

医療従事者の需給に関する検討会
医師需給分科会

総合的な医師の需給バランス・偏在対策の
在り方を議論する。

診療科別・都道府県別・必要医師数
の算出

総合診療医の在り方、必要数について検討

専門研修の内容を検討、専門医シーリングの検討・実施

臨床研修定員の配置による偏在是正
の在り方

日本専門医機構

医師の需給と医師養成課程における偏在対策について議論する場の整理（案）

臨床研修制度における地域偏在対策

地域枠の設定（地域・診療科偏在対策）

専門医制度における地域・診療科偏在対策

地域医療対策協議会で協議の
上、都道府県知事が地域枠の
設定を大学へ要請する。

地域医療対策協議会において、
臨床研修病院の指定、各病院
の臨床研修定員の設定を行う。

都道府県

地域医療対策協議会において、
各都道府県における専門研修に
ついて議論し、厚生労働大臣に
意見を提出する。

医道審議会 医師分科会
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医師養成課程を通じた医師偏在対策

専門研修 ー 専門医制度における地域・診療科偏在対策

日本専門医機構が、都道府県別・診療科別採用上限数を
設定（シーリング）

※5大都市を対象としたシーリング→厚生労働省が算出した都道府県別・診療科別
必要医師数に基づいたシーリングへ変更されている（2020年度研修～）

医師法の規定により、都道府県の意見を踏まえ、厚生労働大臣から
日本専門医機構等に意見・要請を実施
2021年度に向けては、日本専門医機構において各学会・自治体を交え
検討中

入学
時点

臨床
研修

専門
研修

医師養成
課程

臨床研修 ー 臨床研修制度における地域偏在対策

都道府県別採用枠上限数の設定
全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小

医師少数区域へ配慮した都道府県ごとの定員設定方法への変更
地域医療重点プログラムの新設（2022年～）

診療科X 診療科Y 診療科Z

募集定員の上限設定→

B県

7,000

9,000

11,000

H17' H20' H23' H26' H29' H31'R2'

研修希望者

募集定員
人

1.23倍
1.12倍

1.35倍

長期的には医師供給が需要を上回ると考えられるが、地域偏在や診療科偏在に引き続き対応する必要があることから、
医師養成過程の様々な段階で医師の地域偏在・診療科偏在対策を進めている。

臨床研修部会

専門研修部会

大学医学部 ー 地域枠の設定（地域・診療科偏在対策）

大学が特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とした選抜枠を設け、都道府県が学生に対して奨学金を貸与
する仕組みで、都道府県の指定する区域で一定の年限従事することにより返還免除される（一部例外あり）

将来的に医師供給量過剰とならないように、令和4年（2022年）からの地域枠に係る医学部定員の設定・奨学金貸与について検討中
2036年時点で

医師が不足
不足数を上限に、恒久定員内
に地域枠等を大学に要請可能

それでも不足する場合、追加的に
臨時定員を大学に要請可能＜都道府県→大学への設置要請の流れ＞

医師需給分科会

※臨床研修病院の指定、募集定員の設定権限を都道府県へ移譲する（2020年4月～）

A県 B県 C県

募集定員の上限設定→

診療科Y
A県やC県
の診療科Y
を目指す

B県の診療科X
や診療科Zを目
指す 15



○急性期または手術を含む病院でないと身につけられないことは多く、その期間を減らして半年間地域医療研修を行うとい
うのは、多くの人が進む分野に鑑みると、全員に義務づけることは無理ではないか。

○２年間のうち半年間を全員に地域医療研修を課すというのは、求める内容から言ってバランスがかなり悪くなってしまうの
ではないか。

地域医療研修の期間延長に関する医師需給分科会委員の意見 (第34回医師需給分科会 <令和２年３月>)

臨床研修全体の質について

受け入れる地方医療機関のキャパシティについて

地域住民の立場からの観点について

地域医療研修を行う時期について

○本当の医療過疎のエリアに約9,000人の臨床研修医が半年間研修を行い得るほど、施設を確保することはできないのでは
ないか。

○多くの研修医に対して、あるレベル以上の教育効果のある現場の教育をしてくれるところというのは、それほど多くなく、そ
れに鑑みると半年義務化はかなり難しいのではないか。

〇地域医療の「地域」がどこを指すのかが密接に関わるため、明確にした上での議論が必要ではないか。

○臨床研修医にへき地研修を求めるのは、地域住民の立場からしても、医療の質や安心感という観点から難しいのではな
いか。

○地域医療の研修を充実させる観点からは、臨床研修で半年間義務化するよりも、臨床研修前後の各段階で分散して行っ
た方が、はるかに教育効果が高いのではないか。

地域医療研修の半年以上の義務化について、医師需給分科会において下記のような意見が示された。
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論点

〇 いわゆるStudent Doctorの法的位置づけ等の取り組みにより、診療参加型臨床実習が進み、臨床研修開

始時の研修医の臨床能力が現在よりも向上した場合において、臨床研修における地域医療研修の在り方
について、研修としての観点や地域医療への貢献の観点からどのように考えるか。

〇 上記の場合において、地域医療研修の到達目標、地域医療研修を行う施設および必修とする期間につ
いて、どのように定めることが妥当と考えるか。

〇 検討にあたり、今後どのような情報を収集し、分析を行うべきか。
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